
これまでに、環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金
（H25年～令和4年度）を受けたことはない。
（エネファームの設置は１回に限り可）

新築住宅
令和５年２月１日以降に竣工した
住宅 ※対象機器を住宅の新築工

事と同時施工する。

対象メニューB
キ．太陽光発
電システム
オ．太陽熱
ソーラーシス
テム、又は太
陽熱温水器

対象メニューD
ク．エネ
ファーム

契約・施工前である。

施工業者は世田谷区内に本店支店が
ある。※ただしオ及びキの工事を除

く

申請する工事と同一の工事について区の他の補助金を受けたこと（又は今後受ける）はない。

申請者は特別区民税・都民税の滞納はなく、対象住宅は耐震性を有する建物
（小型ポータブルは除く）である。

申請対象者です
必要書類をご提出ください。（P.6～9参照）

申請対象外です。
（申請できません）

対象設備は新
品・未使用であ
り、設置・施工
は対象期間内で
ある。【令和5
年2月1日

（水）から令和
6年２月末日】
※申請のタイミ
ングは機器の設
置後です。

はい いいえ

対象設備は新
品・未使用であ
り、設置・購入
は対象期間内で
ある。
【令和４年４月
１日から令和６
年２月末日】
※申請のタイミ
ングは機器の設
置・購入後です。

各評価基準（P.10～11）を満たす

対象メニューA
サ．定置型蓄電
池システム
シ．小型小型
ポータブル蓄電
池（小型可搬
式）

対象メニューA
サ．定置型蓄
電池システム
シ．小型小型
ポータブル蓄
電池（小型可
搬式）

はい

いいえ

対象設備は新
品・未使用で
あり、設置・
購入は対象期
間内である。
【令和4年４
月1日から令
和6年２月末
日】

※申請のタイ
ミングは機器
の設置・購入
後です。

設置工事は
終わってい
る。

※機器の購
入・設置後
に申請して
ください。

「高効率給湯器」と「外壁塗装」は、既存住宅が対象ですが単独では補助の対象にならず、
【メニューC】および【メニューD】とセットで申請する場合にのみ補助対象となります。

～申請手順～
申請時にご活用
ください
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対象メニューC
ア．外壁の断熱改修
イ．窓の断熱改修

（二重窓等）
ウ．窓の断熱改修

（複層ガラス）
エ．屋根の高反射率

塗装工事
オ．太陽熱ソーラー

システム、又は
太陽熱温水器

カ．高断熱浴槽
キ．太陽光発電シス

テム
（太陽光パネル）

既存住宅
※耐震性を有する建物であること。（昭和５６年６月１

日以後に建築確認済証が交付された住宅）

世田谷区民（住宅の所有者）ですか？


